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（本資料15ページ）

⬅あなたが本機構の貸与奨学生である
ことを証明するものです。

※印字されている項目を自身で確認のうえ、
大切に保管してください。

（本資料17 ページ）※機構が指定した期限までに必ず提出してください。

⬅「日本学生支援機構から奨学金を借
り、卒業後は約束どおり返還します」
という契約書です。

※下記の添付書類が必要です。
・あなたの住民票（原本）
・連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の収入証明書
・保証依頼書

●書類は機構から国内連絡者（原則として、連帯保証人と同一の方）宛てに送付します。
●返還誓約書は、機構の指定先へ提出してください。
●奨学金継続願は、本機構へ提出してください。

各時期に受け取る書類等と必要な手続き
受け取る書類

奨学生として
採用されたとき

「貸与額通知書」
（本資料47～48ページ）

「返還誓約書」と添付書類の提出
（本資料17～34ページ）

スカラネット・パーソナルから口座振替
（リレー口座）加入手続き
（本資料55ページ）

「貸与奨学金返還確認票」等
（本資料55～57ページ）

「奨学生証」（本資料15ページ）

「奨学金継続願」の提出
（本資料49～50ページ）

借り終わるとき

毎年1回
（12月～翌年１月頃）

必要な手続き

本冊子の中で特に重要な項目
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※奨学金を受け取れない例
（本資料42～46、51～52ページ）

（貸与奨学生のしおり45ページ）
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「奨学金継続願」（あなたの１年間の収入・支出も報告）及び証明書を郵送またはインター
ネットで提出
➡➡機構による成績などの審査➡➡次の年度の奨学金を借りられるかが決定されます。

※学業成績が不振などの場合は、次の年度の奨学金が受け取れなくなることがあり
ます。

奨学生（あなた）が
「奨学金継続願」を提出

機構による成績などの審査

奨学生（あなた） 連帯保証人 保証人 本人以外の連絡先
（原則として、連帯保証人と同ーの方）

借りている間の各種変更手続き

（毎年11月～翌年１月頃）（本資料49～52ページ）

●振り込まれる金額に関する変更（増額・減額など）（本資料38ページ）
　※一時的な増減額はできません。

●あなたや、あなたの奨学金借入れに関係する人の登録情報（氏名・住所:本資料41ページ、
　振込口座：本資料37ページ）の変更

●休学・退学・転学などの学籍上の身分変更がある場合、予定より早期に卒業（修了）
　する場合、奨学金を途中で辞退する場合（本資料42～46ページ）

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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 ＝

（貸与奨学生のしおり79～81ページ）

※ 適用基準あり

　奨学生として採用された後、「返還誓約書」で借用金額等を確認してください。
　また、家庭の経済状況や卒業後の返還額を十分に考慮し、適切な貸与月額に見直してください。
　なお、目安となる奨学金の返還例は貸与奨学生のしおり74ページを参照してください。また、
月々の返還額は「奨学金貸与・返還シミュレーション」（貸与奨学生のしおり88ページ参照）で
も確認することができます。是非、活用してください。

・返還月額を減額して返還する（減額返還）
・返還期限を先送りにする（返還期限猶予）
・在学中の返還を先送りにする（在学猶予）

※減額返還・返還期限猶予を利用した場合も、返還総額は変わりません。

　返還金は、奨学金を借り終わるときにあなたが指定した口座（振替用口座（リレー口座））
から、毎月引き落とされます。

借り過ぎに注意

あなたが返還する金額

返還が困難になった場合─救済制度

本当に必要な金額 ? 借り過ぎに注意!

返還が困難になった場合は、救済制度の利用を検討してください !

（貸与奨学生のしおり74ページ）

【第一種奨学金の場合】

保証料（天引き） 保証料（天引き）

利　子 利　子

あなたに
振り込まれた

金額

あなたに
振り込まれた

金額

あなたに
振り込まれた

金額

機関保証

収入が少ない
➡減額返還

傷病で入院
➡返還期限猶予

国内の専門学校で資格取得
➡在学猶予

人的保証 機関保証 人的保証

あなたに
振り込まれた

金額

【第二種奨学金の場合】

額
総
用
借

額
総
用
借

額
総
還
返

額
総
還
返
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２. 貸与奨学生としての心構え

１. 貸与奨学金制度

みなさんは、日本学生支援機構の貸与奨学生として採用されました。
日本学生支援機構の貸与奨学金は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力

を持った学生に貸与されるものです。
みなさんは、その奨学金の貸与を受ける資格があると認められました。その誇りと自信

を持って、勉学に励み、それぞれの描いた未来や夢に向かって、その第一歩を踏み出して
ください。

（１）奨学金制度について、十分に理解してください。

（２）貸与中の手続きは、本機構の指示を守り期間内に行ってください。

（３）奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

　日本学生支援機構の第一種奨学金
（無利子）及び第二種奨学金（有利子）
は借入金（貸与奨学金）です。卒業
後は必ず返還する義務があります。
　この奨学金制度は、先輩が返還し
た奨学金を後輩の奨学金として直ち
に利用する仕組みとなっています。
　奨学生ひとりひとりが、責任を持
って返還することで、奨学金制度が
成り立っていることを忘れないでく
ださい。

はじめに
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■提出期限までに必要な手続きを行う

　下記の事由が生じる場合は、速やかに本機構に連絡のうえ手続きを行ってください。

す）は、必ず期限までに添付書類とともに本機構が指定する提出先へ提出してください。期限までに
提出がない場合は、貸与奨学生としての採用が取消になり、振り込まれた奨学金を全額返金しなくて
はなりません。

⑴　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の支援期間の変更、支援の辞退
⑵　休学、退学、早期卒業、早期修了、辞退、復学
⑶　同一学種（大学院（修士課程→修士課程、博士課程→博士課程））の他の大学院に転学
⑷　学部・学科の変更
⑸　奨学生本人の改氏名・奨学金振込口座の変更
⑹　奨学生本人の住民票住所の変更（海外住所の変更は届出不要）
⑺　連帯保証人・保証人・国内連絡者の住所変更
⑻　連帯保証人・保証人・国内連絡者の変更（改氏名含む）
⑼ 貸与月額の変更
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①あなた（申込者本人）が本機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関である「公益財団法人日本国際
教育支援協会」（以下、「保証機関（協会）」という）に対し保証委託を申し込みます。

②保証機関（協会）が債務の保証をし、本機構が奨学生として採用します。
③本機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料を差し引き、本人の口座に振り込みます。

④貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。本機構に対し約束どおりの返還をしていただきます。
　（保証料を含む貸与総額を返還していただきます）

　※奨学金から差し引いた保証料は、本機構があなたに代わり保証機関（協会）に支払います。

●機関保証制度の詳細

●機関保証制度とは、本機構が指定する保証機関の連帯保証を受ける制度です。
なお、保証機関に保証料を支払う必要があります。
⇒あなたや連帯保証人・保証人が奨学金の返還を一定期間延滞した場合、あなたや連帯
保証人・保証人に代わって保証機関が機構に対して返済をします。
その後、保証機関があなたに対し、本機構に支払った額を一括して請求します。

●人的保証制度とは、あなたの父母・親戚等に連帯保証人と保証人を引き受けてもらう制
度です（本機構が定める条件があります）。
⇒あなたが奨学金の返還を一定期間延滞した場合、連帯保証人・保証人にも延滞のお知
らせや返還の請求・督促等を行います。

●両方の保証を受けても、奨学金はあなた自身が責任を持って返還する必要があります。

第一部　 貸与奨学金にかかわる制度
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①あなたが奨学金の返還を延滞した場合、本機構はあなた及び連帯保証人・保証人に対して返還
の督促を行います。

②延滞3か月以上になった場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録される対象となります。新
　たに返還を開始する方は、返還開始から6か月経過した時点で延滞3か月以上の場合に、個人信
　用情報機関への登録対象となります。登録の判定は、返還開始から6か月経過してからは、毎
　月行われます。

※督促にも係わらず返還に応じない場合は、返還期日が到来していない分を含めた返還未済額
（元金、利子（入学時特別増額貸与奨学金（第二種奨学金））、延滞金）を一括で請求します
〔期限の利益の喪失〕。

③さらに延滞が続いた場合、本機構は保証機関（協会）に対し、あなたの奨学金の返還未済額
（元金、利子（入学時特別増額貸与奨学金（第二種奨学金））、延滞金）を請求します〔代位
弁済請求〕。

④保証機関（協会）が本人に代わり本機構へ債務を弁済します〔代位弁済〕。また、あなたの個
人情報（代位弁済の情報）が個人信用情報機関に登録されます。
※保証機関（協会）は、本機構が持っていた本人への債権を取得します。

⑤保証機関（協会）があなたに対し、本機構に支払った額（代位弁済額）を一括して請求します。
〔求償権の行使〕。

⑥あなたは保証機関（協会）に対し、代位弁済額を返済しなければなりません。また、代位弁済
額の返済が滞ったときは、年10％の遅延損害金が加算されます。返還に応じない場合、法的手
続き（財産・給与の差し押さえ等）を行います。

⑦あなたが保証機関（協会）に代位弁済額を完済した場合、保証機関（協会）は代位弁済後の完
済情報を本機構に提供します。（代位弁済実行後５年以内）。

⑧本機構からの提供により本人の個人情報（代位弁済後完済情報）が個人信用情報機関に登録さ
れます（代位弁済実行後５年以内）。

２. 返還方式

ポイント
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（2）所得連動返還方式

　第一種奨学金のみが対象となります。

度は利用できますが、減額返還制度は利用できません（貸与奨学生のしおり79～81
ページ参照）。

２－１．二つの返還方式

● 第一種奨学金の奨学生は、申込時に定額返還方式か所得連動返還方式のいずれかを選択
しています。なお、第二種奨学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）は、定額返還
方式のみとなります。
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2023年度貸与奨学生のしおり

返還月額が、前年の所得（課税総所得金額）から当年６月１日時点の戸籍情報における
　あなたの子ども１人につき33万円を控除した額に基づき算出されます。

前年の所得（課税総所得金額）が0円の場合でも、返還月額は最低返還月額の
2,000円となり、０円にはなりません。

返還開始１年目は、定額返還方式により算出した返還月額の半額（最低返還月額は
2,000円）を返還月額とし、その額での返還が困難な場合は申請により2,000円に減
額できます。

　保証制度は、機関保証のみです。

（1）定額返還方式

第二種奨学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）の奨学生は全員、定額返還方式が
適用されます。

割賦方法（返還方法）は、返還誓約書提出時に、月賦返還か月賦・半年賦併用返還（貸与
奨学生のしおり74ページ参照）のいずれかを選択します（本資料22ページ参照）。

・
・

・

貸与総額に応じて決定された一定の返還月額で返還する返還方式です。
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2023年度貸与奨学生のしおり

返還月額が、前年の所得（課税総所得金額）から当年６月１日時点の戸籍情報における
　あなたの子ども１人につき33万円を控除した額に基づき算出されます。

前年の所得（課税総所得金額）が0円の場合でも、返還月額は最低返還月額の
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返還開始１年目は、定額返還方式により算出した返還月額の半額（最低返還月額は
2,000円）を返還月額とし、その額での返還が困難な場合は申請により2,000円に減
額できます。

　保証制度は、機関保証のみです。
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第二種奨学金（入学時特別増額貸与奨学金を含む）の奨学生は全員、定額返還方式が
適用されます。

割賦方法（返還方法）は、返還誓約書提出時に、月賦返還か月賦・半年賦併用返還（貸与
奨学生のしおり74ページ参照）のいずれかを選択します（本資料22ページ参照）。

・
・

・

貸与総額に応じて決定された一定の返還月額で返還する返還方式です。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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定額返還方式 所得連動返還方式

対象 全ての貸与奨学金 第一種奨学金のみ

保証制度（本資料7ページ参照） 機関保証か人的保証かを選択 機関保証のみ

返還月額

返 還 完 了 ま で、 毎 月 ほ ぼ 一
定の額

（貸与総額により定められた
一定額（貸与奨学生のしおり
76～78ページ参照））

【返還開始後最初の 9 月まで】
  定額返還方式により算出した
  返還月額の 1/2 の額

【その後】
前年の収入・所得に応じた額

（「課税対象所得（課税総所得
金額）」×9%÷12）

※いずれの場合も最低返還月
額は2,000円

※当年6月1日時点の戸籍情報
におけるあなたの子ども1人に
つき33万円を課税総所得金額
から控除します。

返還年数
（救済制度適用期間を除く）

貸与総額により決定
（最長 20 年）

返還が終わるまで
（収入・所得に応じて変動）

割賦方法（返還方法）
「月賦返還」か「月賦・半年賦
併用返還」のいずれかを選択

（本資料22ページ参照）
「月賦返還」のみ

救済制度（貸与奨学生のしおり
79～81ページ）の利用の制限

全ての制度の申請可能 減額返還以外は申請可能

所得連動返還方式から定額返還方式に変更しても、割賦方法（返還方法）は「月賦返還」
のままとなります。

【返還月額の例】大学（学部）で 48 か月、月額 50,000 円を借りた場合
＜貸与総額　2,400,000 円＞

年収 課税総所得金額（※1） 返還月額
… … …

600 万円
500 万円
400 万円

303 万円
238 万円
173 万円

約 22,700 円
約 17,900 円
約 13,000 円
約 8,600 円
約 4,400 円
最低返還月額

2,000 円

300 万円
200 万円
144 万円
100 万円

114 万円
59 万円
24 万円
0 万円

※1　単身世帯の場合の目安。

定額返還方式 所得連動返還方式
返還回数

（年数）
180 回

（15 年） 返還が終わるまで

返還月額 13,333 円

２－２．二つの返還方式の違い

※あなたが被扶養者となって
いる場合は、あなたと扶養者
の課税総所得金額の合計に基
づき算出します。
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返還開始後最初の
9月まで6,666円。
以 降 は 、 前 年 収
入・所得から決定
（右の表を参照）

本 人 の 年 収
300万円以下
の場合、返 還
期 限猶予の利
用が可能
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2020年度貸与奨学生のしおり
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、
を行うためマイナンバーの提出が必要となります。

（１）返還初年度（返還開始月から最初の９月まで）の返還月額
原則として、定額返還方式により算出した返還月額の半額（１円未満の端数は切り捨

て）となります。ただし、返還月額の半額が 2,000 円未満の場合、返還月額は最低返
還月額の 2,000 円となります。なお、定額返還方式により算出した返還月額の半額で
の返還が困難な場合は、願い出により最低返還月額 2,000 円での返還が可能です。
※返還開始が11月以降の場合、返還初年度は返還開始月から最初の９月までとなります。

（２）返還月額の見直し（返還開始翌月以降最初の10月）後の返還月額
① 返還月額の見直し時期

② 返還月額
課税総所得金額に９％をかけた額がその年の返還総額となり、それを 12 で割った

額（１円未満の端数は切り捨て）が返還月額となります。ただし、その額が 2,000
円未満となる場合は 2,000 円が返還月額となります。

※  最低返還月額は2,000円です。前年の課税総所得金額が０円の場合でも、返還月額
※ あなたの子ども１人につき33万円を課税総所得金額から控除します。

は０円にはなりません。

２－３．マイナンバーの提出について

２－４．所得連動返還方式による返還について

※貸与終了後にあなたが被扶養者となっている場合は、あなたを扶養している方のマイ
ナンバーの提出が必要となります。

※申込時等にマイナンバーを提出していない場合は、返還方式を定額返還方式に変更する
手続きを行ってください。
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2023年度貸与奨学生のしおり

　返還月額については、課税総所得金額及び子どもの数に基づき毎年見直しを行いま
す。最初の返還月額の見直しは、課税総所得金額に基づき、返還開始翌月以降最初の
10月に行います（10月分から見直し後の返還月額が適用されます）。初回の返還月額
の見直し以降は、毎年６月～９月にマイナンバーを利用して本機構が取得した前年の
課税総所得金額及び当年６月１日時点の戸籍情報から返還月額を算出し、10月～翌年
９月まで、算出された返還月額で返還します。
　返還中にあなたが被扶養者となっている場合は、あなたと扶養者の課税総所得金額
の合計に基づき返還月額を算出します。

所得連動返還方式選択者は課税総所得金額及び子どもの数に基づき毎年返還月額の見直し

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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【貸与中】

　貸与期間が終了する年度の一定の期限まで、どちらの返還方式にも変更できます。

（１）変更手続き
「第一種奨学金返還方式変更届」（所定の用紙）を提出してください。

（２）変更手続き期限
年度によって異なります。
また、退学や辞退などの理由で卒業前に貸与が終了する場合も、変更手続きの期限を

前もって機構へ問い合わせのうえ、変更の手続きをしてください。
なお、貸与中でも以下の場合は「返還方式の変更」はできません。
・振込保留中、休・停止中
・「人的保証から機関保証への変更」の手続き中
・通信課程の奨学金（通年スクーリングは除く）

【貸与終了後】

「定額返還方式から所得連動返還方式」への変更はできますが、「所得連動返還方式から
定額返還方式」への変更はできません。

２－５．返還方式の変更について
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ポイント

（１）変更手続き
　所定の様式を本機構から取り寄せ、記入したうえで本機構に送付してください。その
時点で本機構にマイナンバーを提出していない場合は、「マイナンバー提出書」と「マイナ
ンバーカード」等のコピーを別途、本機構が指定する宛先に簡易書留により送付してくだ
さい。

・延滞している場合は、返還方式の変更はできません。
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（１）「利率固定方式」と「利率見直し方式」

●入学時特別増額貸与奨学金（一時金の第二種奨学金）の利率の算定方法は、①「利率固
定方式」と②「利率見直し方式」 があり、申し込む際にいずれか一方を選択します。

●入学時特別増額貸与奨学金は初回振込時に全額振り込まれ、利率及び「利率の算定方法」
がその時点で確定するため、利率の算定方法の変更はできません。

●実際の利率及び割賦金は貸与終了後に、本機構より「第二種奨学金の返還条件等通知お
よび口座振替（リレー口座）加入通知」で通知します。

●いずれの方式も、基本月額に係る利率は財政融資資金等の利率が適用され、年3.0%を
超えることはありません。奨学金貸与中、在学猶予中及び返還期限猶予中は、無利子で
す。

　利率は、奨学金の申込時に選択した「利率の算定方法」に基づいて算定されます。それぞれの
方式の詳細は、以下のとおりです。

※「貸与終了時点に決定した利率」とは、奨学金の交付に充てた資金の借り換えに充てる財政融資資
金（第二種奨学金の財源として国から借り入れた資金）の利率を指します。財政融資資金の借り換
えと併せて債券を発行した場合は、財政融資資金と債券の利率を加重平均して利率を決定します。

貸与終了時点に決定した利率が返還完了まで適用されます。将来、市場金利
が変動した場合も、返還利率は変動しません。

貸与終了時点に決定した利率を、返還期間中おおむね5年ごとに見直します。
将来、市場金利が上昇した場合は、貸与終了時の利率より高い利率が適用さ
れ、市場金利が下降した場合は、貸与終了時の利率より低い利率が適用され
ます。

◯「利率固定方式」と「利率見直し方式」について

①利率固定方式

②利率見直し方式

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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図解２へ（本資料 58ページ）

第二部　 貸与中の手続き
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●印字内容に誤りがある場合は、本機構へ申し出てください。なお、訂正・変更後に再発行
　はされません。
●第一種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金（一時金の第二種奨学金）の奨学生証は、そ
れぞれ発行されます。

　貸与の始期とは、奨学金の開始年月（何年何月分から借りるのか）のことです。採用決定後に
貸与の始期を変更することはできません。

❶奨学生番号
　奨学生番号は、奨学生一人ひとりに与えられる固有の番号です。奨学金に関する届出等を行う
場合は、奨学生番号が必要となります（奨学生番号のしくみは次ページ参照）。
❷氏名
　氏名に誤りがある場合は、本機構に申し出てください。ただし、訂正・変更しても再発行はさ
れません。
　なお、旧字体や異字体などの外字は対応していません。通用字体での登録になります。
〔旧字体の使用字体例〕 →吉、　→祐
❸貸与の始期

●「奨学生証」は、あなたが本機構の奨学生であることを証明するものです。
●奨学金申込み時の内容が印字されています。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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①貸与種別（１桁）

第一種奨学金
（無利子）

大学院

第二種奨学金
（有利子）

6 06

8

③学種（２桁）

❹貸与の終期
　貸与の終期とは、奨学金の終了年月（何年何月分まで借りるのか）のことです。貸与の途中で
奨学金を辞退したり、退学した場合は、貸与の終期は早まります。
❺貸与月額
　あなたが選択した奨学金の月額が印字されています。
❻保証料月額

　保証料は奨学金の種類（第一種奨学金、第二種奨学金）、貸与月額、貸与期間及び返還期間等
を基に算出しています。

❼振込金融機関名
　本支店名・口座番号は、個人情報保護の観点から印字していません。振込口座の変更手続きは

❽その他制度適用者
以下の制度適用者に印字されています。

（ア）定額返還方式または所得連動返還方式
　奨学金申込み時に選択した返還方式が印字されています（返還方式については本資料９ペー
ジを参照してください）。

（イ）第一種奨学金再貸与
　再貸与を申し込み、採用された人に印字されています。
※過去に第一種奨学金の貸与を受けたことがある人は、すべての学種を通じて１回に限り、同一

学種（課程）で現に在学する学校の標準修業年限まで、再度、貸与を受けることができます。

奨学生番号は、11桁の番号で構成されています。（例: ６２５ ０６ ００００００）

第一種奨学金

①貸与種別

6 25

25 06
06

8

②採用年度

2 0 2 5 年 → 2 5

③学種 ④通し番号

第二種奨学金

①    ②　　  ③　　 ④

第一種奨学金（月額）と入学時
特別増額貸与奨学金で採用され
た場合、入学時特別増額貸与奨
学金用（第二種奨学金）の奨学
生番号が別に付番されます。こ
のとき、第二種奨学金の通し番号
の上１桁は「7」となります。

本資料37ページを参照してください。

　第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与にあたっては、機関保証制度と人的保証制
度の両方に加入しているため、機関保証の保証料月額が印字されています。
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●「返還誓約書」は、あなた（奨学生本人）と本機構の金銭消費貸借契約を明確にする
契約書です。

●奨学生全員が、必ず、「返還誓約書」を提出期限までに提出しなければなりません。
●「返還誓約書」には、「申込書」で記入した内容が印字されています。内容の訂正・
変更は、本機構に申し出てください。

※土日祝日の場合は、その後営業日になります。

8月 2月8月下旬 2月下旬11月20日 5月20日

9月 3月9月下旬 3月下旬12月20日 6月20日

（１）返還誓約書とは

（２）返還誓約書の提出

（３）返還誓約書の内容

（４）返還誓約書の提出期限

　返還誓約書は、これからあなた（奨学生本人）が貸与を受ける奨学金の貸与及び返還の条件等
を確認するために作成します。

　本機構が指定する提出先へ定められた期限までに必ず提出してください。提出のない場合は、
「返還誓約書未提出者」として採用時に遡って奨学生の身分を失います（すでに振り込まれた奨
学金全額を速やかに一括返金する必要があります）。

●署名・押印の不備、記入漏れ、添付書類の不足等がないよう、提出する前に十分に確認して
ください。

●本機構の審査により不備が見つかった場合は、返還誓約書が返送されますので、不備を解消
したうえで再提出してください。なお、不備が解消されるまでの間、奨学金の振込みが止ま
ることがあります。

　返還誓約書には、あなた（奨学生本人）が「申込書」で届け出た情報に基づき、借用金額、
貸与の条件（予定）、返還の条件（目安）、保証の種類（機関保証及び人的保証）等が印字され
ています。印字内容に訂正・変更がある場合は、本機構に申し出てください。

　返還誓約書は採用月（初回振込月）の下旬（４月採用者は５月初旬）に国内連絡者宛に送付し
ます。返還誓約書の提出期限は下表のとおりです。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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あなた（奨学生本人）の署名

連帯保証人兼親権者（1）の
署名・押印（実印）

保証人の署名・押印（実印）

返還方法の選択

本人以外の連絡先の人の署名

⑦貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなた（奨学生本人）が満45歳を超える場合、その
時点で60歳未満である方。

（１）親権者

（２）後見人

（１）連帯保証人

2666943
44493
7615

2666303
149551481214812

7405
44460 44460

7405

1．5 4 01．3 4 06

18



（２）保証人

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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（本資料31ページ参照。コピーして使用可）及び資産等に関する証明書類の提出があること。

※預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等（評価額のわかるもの）は、返還誓約書に印字された日付か

は、本資料31～32ページをご覧ください。

（記入例は本資料22～27ページ参照）

34ページ参照。コピーして使用可）の提出により、65歳以上の人を選任することができます。

（１）黒または青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボールペンの使用は認
められません。

（２）署名について

※「確定申告書の控え」を提出する場合はe-Tax（電子申請）による受付結果画面、即時通知等、税務署で
　受付済みであることが確認できるものを添付する必要があります。

ら３か月前以降に発行されたものを添付してください。（例：誓約日が4月1日の場合、1月1日以降に発
行されたもの）

※（ア）（イ）複合の場合は、「返還保証書」（本資料31ページ参照）の4.の
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（３）押印について

（４）続柄について

（５）訂正方法について（本資料26～27ページ参照）

人が、保証人欄の訂正は保証人が、本人以外の連絡先の訂正は本人以外の連絡先の方がします。
※代筆は不可です。

③連帯保証人・保証人の署名は、印鑑登録証明書のとおり署名してください。
返還誓約書には「申込書」で届け出た情報が印字されています。返還誓約書に通用字体が印
字されている場合でも、印鑑登録証明書の氏名の表記が旧字体の場合は、表記のとおり旧字
体で署名してください。返還誓約書に印字されている通用字体を訂正する必要はありません。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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第一種（海外大学院）：無利子

・機構に書類が到着した日を誓
約日とします。

海外大学院】

定額返還方式を選択した場合は、必ず月賦返還1または併用

（無利息）

①

③

④

⑤

⑥

2666943
44493
7615

2666303
149551481214812

7405
44460 44460

7405

⑦

②

1．5 4 01．3 4 06
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・黒または青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボー
ルペンの使用は認められません。

・連帯保証人及び保証人の印は実印（添付する印鑑登録証明書と同一印）を
使用し、朱肉で鮮明に押してください。不鮮明の場合は、再提出となりま
す。

・記入を誤った場合は、誤った部分を二重線で消し、各欄内に正しい事項を
記入してください。署名を誤った場合は、フルネームを二重線で消し、再
度正しい署名を行ってください。ただし、連帯保証人・保証人の欄を訂正
する場合は、二重線上に実印を訂正印として押印してください。修正をす
る際、紙貼り、修正液、字消し等を使用すること、なぞり書きをすること
は認められません。

・印字事項を訂正する場合は本機構へ申し出てください。
※訂正方法の詳細は【訂正例】本資料26～27ページを参照してください。

・「申込書」で届け出た連帯保
証人の情報が印字されていま
す。

奨学 明子
おば

明子 ｱｷｺ

①

②

③

④

④

④

⑤

⑥

⑦

⑧

・「申込書」で届け出た保証人
の情報が印字されています。
・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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第一種（海外大学院）：入学時特

・住所は住民票（または除票）
に記載された住所です。

①

③

④

⑤
⑥

2666943
44493
7615

2666303
149551481214812

120 4939 4939 4966

120 2469 2469 2502
20 14834 14834 14840

592707

592999

7405
44460 44460

7405

⑦

②

1．5 4 01．3 4 0

【第一種海外大学院】

8 7

5

4

6

1 500000 500000

必ず月賦返還 または併用返還 を選択し、チェックボックス
に✓を記入してください。
選択した割賦方法は変更できませんので十分検討して✓を記入してください。

24



奨学 明子
おば

明子 ｱｷｺ

①

②

③

③

③
④

⑤

⑥
⑦

（記入上の注意）
・黒または青のボールペンを使って記入してください。ただし、消せるボー
ルペンの使用は認められません。

・連帯保証人及び保証人の印は実印（添付する印鑑登録証明書と同一印）を
使用し、朱肉で鮮明に押してください。不鮮明の場合は、再提出となりま
す。

・記入を誤った場合は、誤った部分を二重線で消し、各欄内に正しい事項を
記入してください。署名を誤った場合は、フルネームを二重線で消し、再
度正しい署名を行ってください。ただし、連帯保証人・保証人の欄を訂正
する場合は、二重線上に実印を訂正印として押印してください。修正をす
る際、紙貼り、修正液、字消し等を使用すること、なぞり書きをすること
は認められません。

・印字事項を訂正する場合は本機構へ申し出てください。
※訂正方法の詳細は【訂正例】本資料26～27ページを参照してください。

・「申込書」で届け出た保証人
の情報が印字されています。
・氏名・住所・生年月日・実印
の印影が印鑑登録証明書と同
じことを確認してください。
異なる場合は、当該者による
訂正が必要です。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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できない

「申込書」提出時に勤務先の
電話番号を誤って記入してし
まいました。どのように訂正
すればよいでしょうか。

第一種奨学金（無利息）

26



さらに、訂正

してください。ただし、返還誓
約書記載事項訂正届（所定の用
紙）の提出が必要です。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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書」（様式は本資料31ページ参照。コピーして使用可）と資産等に関する証明書類（本資料20

確定申告書（控）
※「確定申告書の控え」を提出する場合は、e-Tax
　（電子申請）による受付結果画面、即時通知等、
　税務署で受付済みであることが確認できるも
　のを添付する必要があります。

がわかるもの）

は本資料34ページ参照。コピーして使用可）を提出してください。

28



（20XX.04）

（記入方法、詳細は30ページをご覧ください）
⒉保証依頼書（兼保証委託契約書）⒈本人の住民票（市区町村で発行されたもの、コピー

不可、マイナンバー（個人番号）の記載のないもの）

⒋収入に関する証明書類（連帯保証人、コピー可、
マイナンバーの記載のないもの）

⒊印鑑登録証明書（連帯保証人、市区町村
で発行されたもの、コピー不可）

⒌印鑑登録証明書（保証人、市区町村で発行されたもの、
　コピー不可）

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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××

（20XX.04）

票（または除票）に記載された
住所を記入してください。

●保証依頼書（兼保証委託契約書）の記入方法

住所は印鑑登録証明書に印字さ
れている住所を記入してくださ
い。

ただ
あなた（奨学生本人）及び連帯保証人・保証人欄は、必ず各自が必要事項を記入・署名してください。

30



連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選んだ場合に、提出する必要があります。
（当該人物が①～⑧の注を確認のうえ，すべての項目を記入）

（① 返還誓約書に印字された日付。返還誓約書提出後の
人物変更の場合は記入日。 ）

氏　　　名

生年月日 日生

１．奨学生氏名 ２．奨学生番号 ３．奨学生生年月日

（⑥　奨学生番号を記入） （⑦　奨学生本人の生年月日を記入）

４．現在の資産等の状況 （⑧　直近の資産等の状況が以下のⅠ～Ⅲのいずれかの基準を満たすことを示す証明書類を添付のうえ「金額」欄に記入）

※いずれかの基準を満たしていれば，資産等のすべてを記入する必要はありません（例えば，給与収入額が基準を満たしていれば，預貯金があっても
　それを記入する必要はありません）。

 ・源泉徴収票（直近のもの）　・所得証明書（直近のもの）　・年金振込通
　知書，年金額改定通知書（支払金額のわかるもの，直近のもの）　等
※給与明細は不可。

　　　　　 万円
Ⅰの金額＋(Ⅱの金額÷16) ≧ （給与所得者の場合）320万円以上

（給与所得者以外の場合）220万円以上

 ・金額を積算するすべての証明書類※1万円未満は切り捨て

返　還　保　証　書
日月

実　印

このページをコピ－して使用してください。

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は，奨学金貸与業務（返還業務を含む）のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において，当該情報（奨学金の返還
状況に関する情報を含む）が，学校，金融機関，文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが，その他の目的には利用されません。機関保証加入者については，機構が保有
する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また，行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は，適正な範囲内におい
てあなたの情報が提供されます。

※1万円未満は切り捨て

Ⅲ ⅠとⅡを組み合わせる場合

　私は，１．の「奨学生本人」が借用する，２．の「奨学生番号」の独立行政法人日本学生支援機構学資金について，借用（返
還）金額・返還回数・割賦金等（貸与中はすべて予定）を確認のうえ，４．の「現在の資産等の状況」に記載する資力をもって，返
還予定の期間を通じて生活を維持し，「奨学生本人」が行う学資金の返還（保証人は奨学生本人が返還すべき返還未済額の3分の
１）を確実に保証します。

（②　当該人物の署名(自署)押印，印は実印）

奨学生本人
との関係年 月

（③　当該人物の生年月日を記入） （④　続柄を記入）

【預貯金額の証明書】
・預貯金残高証明書　・取引残高報告書（評価額のわかるもの）
※証明書は返還誓約書に印字された日付（返還誓約書提出後の人物変更の場合は
記入日）の3か月前以降に発行されたもの

 預貯金・不動産（評価額）等の合計額が貸与予定総額（返還残額）
（保証人は貸与予定総額（返還残額）の3分の1）以上

日生

区　　　　　分 金　　　額 認定基準　　及び　　証明書類　（すべて コピー可）

Ⅰ

給与所得者の場合

※年間収入金額で判定
　　　　　 万円

 年間収入金額が320万円以上　　　※年金は給与として扱います。

―

（こちらは表面）裏面に証明書に関する注意事項があります

年

年

―

Ⅱ

預貯金や不動産などの資産
を有している場合

※合計額で判定

　　　　　 万円

※1万円未満は切り捨て

給与所得者以外の場合

※年間所得金額で判定

　　　　　 万円

 年間所得金額が220万円以上
※給与所得もあるときは
 ・確定申告書（控） ※「確定申告書の控え」を提出する場合は、e-Tax（電子申請）

による受付結果画面、即時通知等、税務署で受付済であることが確認できるもの
を添付。

 

月

※1万円未満は切り捨て

（⑤　奨学生本人の氏名を記入）

【不動産の証明書】
・固定資産評価証明書（評価額のわかるもの）
・「登記事項証明書（全部事項証明書）」を併せて提出が必要。ただし固定資産評価
証明書に所有者と持分割合（共有名義の場合）が明記されている場合は提出不要。
※証明書の発行日は、【預貯金額の証明書】を参照
※登記事項証明書（全部事項証明書）は法務局で取得
※詳細は、裏面「資産(不動産・預貯金)の証明書に関する注意事項」を参照

（25.4）

 ・所得証明書（直近のもの）　等

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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このページをコピ－して使用してください。

　（裏面）

区分Ⅰ上段、「給与所得者の場合」の証明書
 ・給与明細は不可です。
 ・「給与所得」の証明には、直近の「源泉徴収票」や「所得証明書（自治体で取得可）」を添付してください。（コピー可）
 ・給与収入（年金）額が320万円未満の場合は、併せてⅡの証明書類が必要です。

「預貯金や不動産などの資産を有している場合」の証明書
 ・通帳のコピ－は不可です。
 ・預貯金を資産とする場合は、金融機関が発行する「預貯金残高証明書」、「取引残高証明書」（評価額のわかるもの）を添付してく
ださい。（コピー可）

 ・『固定資産評価証明書』に、「この証明は、不動産登記法による所有権を証明するものではありません。」といった内容の注意書がある
場合⇒誰が資産の所有者か確認するため、『登記事項証明書（全部事項証明書）』を併せて提出する必要があります。

 ・『固定資産評価証明書』で共有名義であることの記載があり（例：他1名、共有者あり等）、当該人物（返還保証者を提出する
者）の持分割合がわからない場合は、『登記事項証明書（全部事項証明書）』を併せて提出する必要があります。

 ・提出された証明書で、「資産の評価額と所有(所有者・持分割合＝誰が資産をどれだけ所有しているか)」が明確である必要がありま
す。用意した証明書のみではこれらがわからない場合、代わりの証明書や、追加の証明書の提出が必要となります。

 ・資産が共有名義の場合は、持分割合等により該当者の資産額が確認できるもので算出した金額を記載してください。

（例）該当者の持分割合が３分の２（以下、２／３とする）の場合
　　　価格（評価額）：３００万円
　　　持 分 割 合 ：２／３
　　　計 算 方 法：３００万円 ×（２／３）＝２００万円 （該当者の持分価格）

 ・インターネットを利用して登記事項証明書を取得する場合、証明書として使えるのは「オンライン登記事項証明書請求」で交付された
原本です。
 ・インターネットを利用して登記事項を確認するサービスには「オンライン登記事項証明書請求」と「登記情報提供サービス」の2つがありま
すが、証明力のある登記事項証明書は「オンライン登記事項証明書請求」によるもののみです。「登記情報提供サービス」の登記情報
は、ご自身で内容を確認する用途で使用できますが証明書にはなりません。ご注意ください。

 ・返還誓約書提出後の人物変更の場合は、以下をご参照ください。

 ホームページ　「連帯保証人等の変更」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kaigai/kaigai_1shu_gakui.html

証明書に関する注意事項

区分Ⅰ 収入(給与・年金)、所得の証明書に関する注意事項

区分Ⅱ 資産(預貯金・不動産)の証明書に関する注意事項

その他

 ・「確定申告書の控え」を提出する場合は、e-Tax（電子申請）による受付結果画面、即時通知等、税務署で受付済みであることが
確認できるものを添付してください。
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すべて

※「確定申告書の控え」を提出する場合は、e-Tax（電子申請）によ
　る受付結果画面、即時通知等、税務署で受付済みであることが確
　認できるものを添付。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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専用の「提出用封筒」（提出先の住所が印刷されています。）に「マイナンバー提出書」
と添付書類を入れて、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。

　　提出期限　 「マイナンバー提出書」を受領後、1 か月以内

※郵送料（簡易書留）は、ご本人負担でお願いします。
※「返還誓約書」を同封しないように注意してください。

１ 「マイナンバー提出書」　（機構から配付されます。）
２ 添付書類 （各自で用意します。）

●マイナンバーカードを
《持っている人》 「マイナンバーカード」の表面と裏面のコピー

●マイナンバーカードを
《持っていない人》

・右の①と②の書類を提
出してください。

・有効期限内であること
を確認してください。

①番号確認書類 （以下のいずれか 1 点が必要です。）
・「マイナンバー記載の住民票写し」のコピーまたは原本

（提出日を基準として発行日が 6 か月以内のもの）
・「通知カード」のコピー
（記載の住所・氏名等に変更があった場合は使用できません。）
②身元確認書類
　お持ちの公的身分証明書によっては、2 点用意する必要があります
　ので「マイナンバー提出書」と一緒に配付される説明資料を必ず確
　認してください。

（1点で手続き可能な資料の例）
運転免許証、パスポート、住基カード（表面）、学生証（写真あり）

　在留カード（表面）、特別永住者証明書（表面）等のコピー

※「マイナンバー提出書」の記入方法や、用意する添付書類について不明な点がある場合は、
説明資料に記載のマイナンバー提出の専用コールセンターに問い合わせてください。

※「提出用封筒」を紛失した場合は、マイナンバー提出の専用コールセンターに連絡して、
「提出用封筒」を取り寄せてください。

３－１．奨学生として採用された時にマイナンバーの提出が必要な人

３－２．マイナンバーの提出方法、提出時期

３－３．提出する書類

3. マイナンバーの提出（奨学生として採用されたとき）
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※事情により申込時にマイナンバーを提出していない人で、返還方式として「所得連動返
還方式」（本資料９ページ参照）を選択した人についても、採用時に「マイナンバー提
出書」のセットが配付されますので、提出してください。

※上記に該当する場合でも、過去に採用となった奨学金においてマイナンバーを既に提出してい
る場合は、提出は不要のため、「マイナンバー提出書」のセットは配付されません。

　大学院で奨学生として採用された人は、奨学生として採用された時に「マイナンバー提
出書」のセットが配付されますので、あなたのマイナンバーを提出してください。

　機構から「マイナンバー提出書」のセットが配付されますので、同封されている説明
資料をよく確認のうえ「マイナンバー提出書」にマイナンバー等を記入し、各自で添付
書類を用意してください。（3－3. 参照）

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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2019 年度貸与奨学生のしおり
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ポイント

●振込日が金融機関の休業日（土曜、日曜、祝日）にあたる場合は、その前営業日に振り
込まれます。

●第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）及び入学時特別増額貸与奨学金は、人的保
　証に加えて、機関保証制度への加入が必須なため、貸与月額から保証料を差し引いた金
　額が振り込まれます。

○奨学金振込予定表

４月分 ４月 21 日 ８月分 ８月 10 日 12 月分 12 月 11 日　

５月分 5 月 16 日 ９月分 ９月 11 日 １月分 １月 11 日

６月分 6 月 11 日 10 月分 10 月 11 日 ２月分 ２月 10 日

７月分 ７月 11 日 11 月分 11 月 11 日 ３月分 ３月 11 日

※振込日が土日祝日の場合は、その前営業日に振り込まれます。

本機構や金融機関からの通知はありません。毎月の振込みが確実に行われているか、通
帳に記帳して必ず確認してください。

もし不明な点が生じたときは、すぐに機構に問い合わせてください。

採用時の初回振込み等で、複数月分がまとめて振り込まれることがあります。

４－１．奨学金の振込み

4. 奨学金の振込み

８月１1 日

２月１１日

２月に振り込まれます。
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2023年度貸与奨学生のしおり

　給付奨学金と併せて利用することにより第一種奨学金が併給調整されている場合、調整後の
貸与月額で第一種奨学金を振り込みます。

※毎月の振込日は本機構ホームページより確認できます。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/furikomi_bi.html

●奨学金は、あなた名義の口座に原則、毎月11日に振り込まれます。
　ただし、4月は21日、5月は16日に振り込まれます。
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ポイント

●振込日が金融機関の休業日（土曜、日曜、祝日）にあたる場合は、その前営業日に振り
込まれます。

●第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）及び入学時特別増額貸与奨学金は、人的保
　証に加えて、機関保証制度への加入が必須なため、貸与月額から保証料を差し引いた金
　額が振り込まれます。

○奨学金振込予定表

４月分 ４月 21 日 ８月分 ８月 10 日 12 月分 12 月 11 日　

５月分 5 月 16 日 ９月分 ９月 11 日 １月分 １月 11 日

６月分 6 月 11 日 10 月分 10 月 11 日 ２月分 ２月 10 日

７月分 ７月 11 日 11 月分 11 月 11 日 ３月分 ３月 11 日

※振込日が土日祝日の場合は、その前営業日に振り込まれます。

本機構や金融機関からの通知はありません。毎月の振込みが確実に行われているか、通
帳に記帳して必ず確認してください。

もし不明な点が生じたときは、すぐに機構に問い合わせてください。

採用時の初回振込み等で、複数月分がまとめて振り込まれることがあります。

４－１．奨学金の振込み

4. 奨学金の振込み

８月１1 日

２月１１日

２月に振り込まれます。
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2023年度貸与奨学生のしおり

　給付奨学金と併せて利用することにより第一種奨学金が併給調整されている場合、調整後の
貸与月額で第一種奨学金を振り込みます。

※毎月の振込日は本機構ホームページより確認できます。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/furikomi_bi.html

●奨学金は、あなた名義の口座に原則、毎月11日に振り込まれます。
　ただし、4月は21日、5月は16日に振り込まれます。
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（１）変更方法
機構のホームページから「奨学金振込口座変更届」（所定の用紙）をダウンロードし、

必要事項を記入のうえ、機構に提出してください。

（２）取扱い金融機関
ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・労働金庫・信用組合（一

部を除く）の本支店で、かつあなた（奨学生本人）名義の普通預金口座または通常貯金口座

（１）保証料の支払方法
機関保証制度を選択した場合、奨学金の貸与月額から保証料が差し引かれます。保証

料は、本機構があなたに代わり保証機関（協会）に支払います。
なお、初回振込時など、奨学金が数か月分まとめて振り込まれる場合、奨学金の振込

額に応じて機関保証の保証料を算出するため、端数処理の関係で、奨学生証に記載され
ている保証料月額の整数倍にならないことがあります。
また、月額変更や貸与期間変更を反映した月より、変更後の貸与額や期間に対応した

保証料が適用されます。
（２）保証料月額の確認方法

保証料月額は、奨学生証の下段に記載されています（本資料16ページ⑥参照）。
目安となる「機関保証制度の保証料（目安）」は貸与奨学生のしおり97ページを参照
してください。

４－２．振込口座の変更

４－３．機関保証料
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※金融機関の都合（金融機関や支店の合併・廃止等）による口座変更の場合は、原則と
して金融機関からの連絡によって本機構が変更手続きを行います（金融機関によって
は、振込口座の確認をする場合があります）。

に限ります。なお、奨学金の振込口座として利用できない金融機関、口座がありますの
で注意してください。

【取扱金融機関】

ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀
行、第二地方銀行、信用金庫、労
働金庫、信用組合（一部を除く）

あなた名義の普通預金（通常貯金）
口座

あなた以外の名義の口座、貯蓄預金
口座、NISA口座、休眠口座

農協、信託銀行、外資系銀行、イ
ンターネット専業銀行（楽天銀
行、PayPay銀行、セブン銀行
等）、その他一部の銀行（SBI新生
銀行、あおぞら銀行等）

利用できる 利用できない

金融機関

口座

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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●借り過ぎに注意し、ご自身の経済状況や卒業後の生活設計を十分考慮して月額を選択
してください。

●ホームページに掲載されている奨学金の貸与額及び返還額等の試算ができる「奨学金貸
与・返還シミュレーション」（貸与奨学生のしおり88ページ参照）を活用してください。

ただし、短期間に増額や減額を繰り返すことや、一時的な理由による変更は認められません。

（１）奨学金の貸与月額

（２）第一種奨学金の月額変更（増額・減額）

（３）貸与月額変更時の留意点

ホーム＞奨学金＞在学中の手続き＞海外留学のための貸与奨学金に関する在学中・
留学中の手続き＞第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）在学中の手続き

38



（４）保証料
　貸与月額の増減により、保証料が変更となります（貸与奨学生のしおり97ページ参照）。

　第一種奨学金と第二種奨学金両方の貸与を受けることを「併用貸与」といいます。併用貸与を
希望する場合は本機構ヘ相談してください。ただし、家計基準は第一種奨学金よりさらに低い金
額となります。なお、併用貸与を受けた場合は、貸与総額及び毎月の返還額が多額となりますの
で、将来の返還のことも十分に考慮して選択してください。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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改氏名、住所変更、連帯保証人、保証人、国内連絡者の変更

40



１.　改氏名、住所変更、連帯保証人、保証人、国内連絡者の変更

　※勤務先のみの変更の場合は、貸与終了後に手続きを行ってください。

（１）改氏名（改姓、改名）

（２）住所変更
　本人（住民票住所）、連帯保証人（住民票住所）、保証人（住民票住所）、本人以外の連絡先の
住所が変更された場合は、至急「【海外】住所変更届」を提出してください。「【海外】住所変更
届」により転居の届け出を行わないと、奨学金の貸与に必要な書類が届かないなど不利益が生じ
ることがありますので注意してください。

（３）連帯保証人・保証人の変更

（４）国内連絡者の変更

（３）連帯保証人・保証人の変更
　返還誓約書提出時に、「申込書」で届け出た連帯保証人及び保証人を変更する場合は、返還
誓約書等の書類を訂正することで変更できます。

　返還誓約書提出後に変更を希望する場合は、次の書類を本機構ヘ提出してください。
　【提出書類】

①「【海外】連帯保証人・保証人等変更届」（当該者の自署が必要）
②「返還誓約書の連帯保証人・保証人の同意書」（当該者の自署が必要）
③新連帯保証人・新保証人の「印鑑登録証明書」
④新連帯保証人の収入に関する証明書類（コピー可）

※変更予定の新連帯保証人・新保証人が本資料18～20ページの選任条件を満たしていることを
確認してください。必要に応じて「返還誓約書」及び資産等に関する証明書類も併せて提出して
ください。

（４）国内連絡者の変更
　国内連絡者は、原則として連帯保証人と同一人物を選任しますが、連帯保証人を含め家族全
員が海外在住となり国内連絡先住所に郵便が届かないような場合は、国内連絡者を変更する必
要があります。
　「【海外】連帯保証人・保証人変更届」の本人欄及び国内連絡者欄を記入し、提出してくだ
さい。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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（３）単位認定のないインターンシップのみを受講する場合の取扱い
　奨学金の貸与は継続できませんので「休止」または「辞退」の手続きを行う必要があります。
本機構に連絡し、手続きの方法について相談してください。

※原則として、同一学種（大学院（修士課程→修士課程、博士課程→博士課程））の他の学校

（１）休止

（２）長期にわたる休止

（休学するとき、同一学種の他の学校へ転学するとき等）

②休止が２年を超える場合は、奨学生の資格を失います。休止と停止が連続して２年を超える
場合も同様です。その場合は、「【海外】異動願（届）」の「辞退」欄に記入し、本機構に提出
してください（本資料43ページ参照）。また、「辞退」の手続き完了後に機構から送付さ
れる「返還のてびき」等の案内に従って、奨学金を返還するための振替用口座（リレー口
座）への加入手続きを行ってください。

に転学する場合、休止は従前の学校の最終在籍年月から１年以内となります。

42



③退学する学期の授業開始・終了月、最終試験月が記載されているアカデミックカレンダー
　　（大学ホームページ等より取得、日本語訳添付）

　③辞退する学期の授業開始・終了月、最終試験月が記載されているアカデミックカレンダー
　　（大学ホームページ等より取得、日本語訳添付）

　海外留学支援制度の支援を辞退したとき、卒業（修了）が当初の予定より早まったとき、在

・復学日と卒業予定年月の記載があるもの

●「【海外】異動願（届）」等の提出が遅れると、奨学金の返還が延滞する原因となります。

●「【海外】異動願（届）」等の提出が遅れると、奨学金の返還が延滞する原因となります。

６ｰ４.　退学、辞退（海外留学支援制度（大学院学位取得型）の支援
　　　   を辞退するとき、早期卒業（修了）するとき等）
（１）退学

（２）辞退

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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●入学時特別増額貸与奨学金（第二種奨学金）については、返還期限が猶予されている期間は、
利子は付きません。在学していても、返還期限猶予の手続きをしない場合は、返還が開始され
ます。

た、指定された期限までに振替用口座（リレー口座）の加入手続きを行ってください。

　返金する必要が生じた場合は、奨学金の返金用の「奨学金返戻用振込用紙」（所定の用紙）
を送付しますので、記載された返金額を確認のうえ、金融機関の窓口へ提出して本機構への振
込手続きを行ってください。振込先金融機関を正しく指定している場合、振込手数料は無料で
す（「奨学金返戻用振込用紙」裏面参照）。
　なお、インターネットバンキングやATMからの振込みは本人確認ができない場合があるこ
とに加え、金融機関所定の振込手数料がかかるため、行わないでください。
　返金額は、貸与額から保証料を差し引いた実際に振り込まれた額です。１円単位となります
ので注意してください。

（３）退学・辞退（貸与終了）後の手続き

（４）退学・辞退（貸与終了）した場合の返還時期

44



・発行日が転学科した日以降のもの

　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の支援対象として転学科後も引き続き給付が認められ

　同一学種（大学院（修士課程→修士課程、博士課程→博士課程））の他の大学院に転学する場合
は、従前の在籍校の最終在籍年月をもって、奨学金を「休止」する必要があります。

　海外留学支援制度（大学院学位取得型）の支援対象として転学後も引き続き給付が認められる場

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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① 「【海外】転学奨学金継続願」

６ ８.　貸与終期訂正の手続き（海外留学支援制度（大学院学位取得
　　　   型）の支援期間に変更が生じた時）

　貸与終期は、海外留学支援制度（大学院学位取得型）の支援終了年月です。支援期間に変更
が生じたときは、速やかに下記の書類を本機構へ提出してください。

　・入学年月日、卒業予定年月、取得する学位（修士号または博士号）、学部・学科・専攻
　　（コース）名が記載されているもの

46



資料49～50ページ参照）。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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●「奨学金継続願」提出時には、直近１年間のあなたの収支状況を報告していただきま
す（次ページ参照）。

　奨学金の継続を希望しない場合には、「奨学金継続願」を提出せず、直ちに本機構に「辞退」
の「【海外】異動願（届）」を提出してください。（本資料43ページ参照）
　辞退後は、速やかに貸与終了後の手続き（本資料55ページ参照）を行ってください。なお、引
き続き海外の大学院に在学し、返還期限猶予の手続きを希望する場合は、所定の手続きが必要で
す（貸与奨学生のしおり80ページ参照）。

③成績証明書（日本語訳添付）

す（本資料51～ 52ページ参照）。

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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に直近１年間の収支状況等を報告していただきます。

格を失います。速やかに貸与終了後の手続き（本資料55ページ参照）を行ってください。なお、

（参考）2024年度の適格認定では、直近１年間の収支状況について、次の内容を報告していただ
きました。これを参考に、日頃から自分の収支を記録する習慣を身に付けるようにして
ください。なお、報告する内容については追加等が生じることがあります。

50



。すまれわ行

（１）適格認定の実施時期

（２）適格認定の３つの要素

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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②停止……１年以内で本機構が定める期間、奨学金の交付を停止します。ただし、停止の事
由が継続している場合は、当該停止期間を経過後１年を限度として本機構が定め
る期間、停止を延長します。なお、「停止」からの復活については、後記9 2.を
参照してください。

　「停止」「警告」のいずれかの処置となった場合は、学業成績向上に向けて、自らが受けた処置
内容を自覚し、学業に精励することがこれまで以上に強く望まれます。本機構から国内連絡者を
通じて配付される「処置通知」及び「処置内容について」の内容を理解したうえで、学業に精励
してください。

（３）適格認定の区分

（４）「廃止」「停止」の処置を受けた場合

（１）停止期間満了時の本機構が定める期限までに、交付の再開を願い出る書類を提出してください。

（２）本機構が交付を再開することが適当であると認定した場合、奨学金の交付を復活させるこ
とがあります。

（３）奨学金の交付が停止されている事由（学業不振等）を解消することが必要です。

52



●この免除申請は希望者が行うものですが、海外の大学院における指導教員等の推薦が必要とな
ります。

　第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与期間中に、特に優れた業績を挙げた人。

●本制度は、外国の大学院において第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）の貸与を受
けた学生のうち、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた人として本機構が認定した場合
に、貸与期間終了時に奨学金の全額または半額の返還が免除される制度です。

●本制度への申請を希望する場合は、貸与が終了する年度に、機構のホームページを確認し
て、機構が指定する申請期間中に、申請に必要な書類をすべて揃えて申請してください。

（１）概要

（２）対象者

（１）申請期間

（２）願出方法

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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（注）保証料の返戻は、公益財団法人日本国際教育支援協会が行っております。

（３）貸与終了時の手続き

（１）本機構の認定

（２）認定結果通知

（１）年度途中に貸与が終了する人へ

（２）半額免除の認定を受けた場合

（３）機関保証制度における保証料について

※詳細は本機構のホームページよりご確認ください。

【特に優れた業績による返還免除の手続き】
　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/index.html

【第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）奨学生に対する特に優れた業績による返還免除
制度】
 　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/gyosekimenjo/kaigai.html

　貸与が終了する時に、振替口座（リレー口座）への加入手続きを必ず行ってください。

委員会の審議を経て行います。

額免除とし、それ以外の人を半額免除とすることを基本とします。ただし、業績優秀者奨
学金返還免除認定委員会で認定されない場合があります。
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●本機構から「貸与奨学金返還確認票」を送付します。

●奨学生全員が振替用口座（リレー口座）の加入手続きを行う必要があります。

「返還確認票」の印字内容に変更や追加がある場合や、連帯保証人または保証人、本人以外の
連絡先（国内連絡者）の人物を変更する場合は、すぐに本機構に届け出てください。

　奨学金の返還は、口座振替（引落し）により行います。

（１）内容の確認

（２）内容の変更・人物の変更

（１）振替用口座について

　スカラネット・パーソナルまたは金融機関窓口で振替用口座（リレー口座）の加入手続きをし
てください。

（２）振替用口座への加入手続

2025年度第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象）貸与奨学生のしおり　読替用
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あなたの奨学生番号、住所（返還誓約書または住所変
更届で届け出た住民登録住所）、電話番号、氏名、生年
月日、性別などです。
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「スカラネット・パーソナル」又は「口座振替（リレー口座）加入申込書」で加入手続きをお願いします。

XXXX

XXXXXX
XX
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●貸与終了時には、振替用口座（リレー口座）の手続きが必要です（本資料55ページ参

第三部　 返還

適用期間は毎月の返還額の
２/3、1/２、1/3又は1/４を返還

※ 返還が困難になった場合
は救済制度を利用する
等、延滞とならないよう
ご注意ください。

返還できない事情が生じた場合に願出

適用期間終了

貸与終了時

返 還 中

振替用口座（リレー口座）から返還

※27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日から返還開始

貸 与 終 了

繰上返還をする場合 

延滞発生

返 還 の 督 促

（個人信用情報機関への登録等）

一 部 繰 上全 額 繰 上

延滞解消

人的保証 機関保証

 

在学している場合に手続き 

適用期間終了

適用期間終了

返還期限猶予

経済困難，傷病，災害など
返還が困難になった場合の願出

 

在学猶

減額返還

予

（3月に貸与終了した場合、10月27日が初回振替日）

機構からの一括請求一括請求

法的手続き

機構から請求

保証機関による
代位弁済

保証機関からの
一括請求

保証機関への返済完了返　　　　還　　　　完　　　　了

①「返還のてびき」（ダイジェスト版）
②「貸与奨学金返還確認票」
③口座振替加入手続き

■返還に係る書類の受取り■

※ 減額返還適用期間に応じた分の返還期間を
延長して返還します。

＜延滞した場合（貸与奨学生のしおり81ページ参照）＞
（救済制度の利用）

＜返還が困難になった場合（貸与奨学生のしおり79ページ参照）＞
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